
１．　航空障害灯の削減策（設置簡素化）

　ａ．複数のビル（都市部のビル群等）に適用可能な新たな基準　（周囲物件との関係を考慮）

　　（１）　複数のビルが１５０ｍ以内で隣接して立地する場合の省略

［隣り合う障害灯の設置間隔］

150m以下

頂部にかかる省略

150m以下

壁面部にかかる省略

※ 周囲をより高い物件で取り囲まれる場合には、
　　全ての航空障害灯が省略され得る。

※ 隣接する灯器の設置間隔については、灯器種別
　　と併せ今後さらに検討を行う予定。

　　（２）　複数のビルが４５０ｍ以内で近接して立地する場合の設置簡素化（低光度化、省略）

中光度赤色航空障害灯設置ビル（高さ１５０ｍ以上） 　　黄色部分：設置簡素化範囲

　　　　　１．低光度化 ： 中光度赤色航空障害灯→１００ｃｄ低光度航空障害灯

　　　　　２．省略 ： 周囲のビルの内側中間段の省略
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　ｂ．個別ビルに適用する従来基準の見直し

　　（１）　高さ１５０ｍ未満のビル：　水平設置間隔の拡大　（例：高さ140m、幅45mを超えるビル）

　　（２）　高さ１５０ｍ以上のビル：　一部低光度化　（例：高さ270m、幅45mを超えるビル）

地上150m 地上150m 地上150m

［　今回方向性　］[　現行基準　］[旧基準（Ｈ１３.7改正以前）］
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[　現行基準　］ ［　今回方向性　］[旧基準（Ｈ１３.7改正以前）］

［　今回方向性　］［　現行（特に規定なし）　］

　［　現行基準　］ ［　今回方向性　］
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